
久慈川・那珂川流域における減災対策協議会

●第２回 久慈川・那珂川流域における減災対策協議会 

・実施日：平成２８年９月１日（木）１３：３０～１５：００ 

・場 所：常陸河川国道事務所２階 会議室 

・出席者：国土交通省常陸河川国道事務所長、気象庁水戸地方気象台長、気象庁宇都

宮地方気象台防災管理官（代理）、茨城県河川課技佐兼課長補佐（代理）、

茨城県防災・危機管理課副参事（代理）、茨城県水戸土木事務所長、茨城県

常陸太田工事事務所長、茨城県常陸大宮土木事務所長、茨城県高萩工事事

務所長、栃木県河川課課長補佐（代理）、栃木県大田原土木事務所保全部長

（代理）、栃木県烏山土木事務所長、栃木県真岡土木事務所長、水戸市市民

協働部長（代理）、日立市生活安全課長（代理）、常陸太田市長、ひたちな

か市生活安全課長（代理）、常陸大宮市長、那珂市防災課課長補佐（代理）、

茨城町長、大洗町生活環境課長（代理）、城里町総務課長（代理）、東海村

副村長（代理）、大田原市危機管理課長（代理）、那須烏山市長、茂木町副

町長（代理）、那珂川町副町長（代理） 

●開催状況

●協議内容 

・協議会の進捗状況について 

 ・減災に係る取組方針（案）について 

 ・スケジュール（案）について 

●協議結果 

減災のための目標として５年間で達成すべき目標ならびに、概ね５年で実施する取組

をとりまとめた「久慈川・那珂川流域の減災に係る取組方針」について、修正等の意見

はなかった。 



●意見等 

 ①協議会の進捗状況               意見無し    

②減災に係る取組方針（案） 

  常陸太田市）県管理河川について、大臣管理区間と同様に取組を定め進められては

どうか 

  茨 城 県）来年度から実施が必要と考えているが、進め方について検討が必要 

  栃 木 県）直轄管理区間と同様に必要と考えているが、具体には未定 

常陸大宮市）大雨の際には上流を常に監視している。 

瞬時に情報が得られるよう整備していただきたい。 

水戸気象台）洪水警報・注意報は一部の河川を対象に上流での雨量も踏まえて発表

しており、今後は対象河川を増やし、かつ、精度を上げていきたい。

  那須烏山市）本取組方針（案）に異論はない。進めてもらいたい。 

        当市も危機管理型ハード対策の該当しているため、進めていただきた

い 

  水戸気象台）上流での観測データを踏まえた警報、土砂災害情報を発出していきた

い 

③スケジュール（案）              意見無し 

以上 


